
各務原市告示第２３号                

 

騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準を次のように定め、平成２４年４

月１日から適用する。 

 

平成２４年３月２２日 

各務原市長  森   真       

 

 

騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準 

（騒音の規制地域） 

第１条 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第３条第１項に規定する特定工場等

において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する

地域は、別表に掲げる地域とする。 

（特定工場等に係る騒音の規制基準） 

第２条 騒音規制法第４条第１項に規定する時間の区分及び区域の区分ごとの規制基

準は、次の表のとおりとする。 

区域の区分 

時間の区分 

昼間 

（午前８時から午後７

時まで） 

朝夕 

（午前６時から午前８

時まで及び午後７時か

ら午後１１時まで） 

夜間 

（午後１１時から翌

日の午前６時まで） 

第一種区域 ５０デシベル ４５デシベル ４０デシベル 

第二種区域 ６０デシベル ５０デシベル ４５デシベル 

第三種区域 ６５デシベル ６０デシベル ５０デシベル 

第四種区域 ７０デシベル ６５デシベル ６０デシベル 

（区域の区分） 

第３条 前条に規定する区域の区分ごとの規制基準を適用する区域は、別表に掲げる

区域の区分に応じ、同表に掲げる地域とする。 

 



別表 

区域の区分 地域 

第一種区域 尾崎北町１丁目から６丁目まで、尾崎西町３丁目、尾崎南町１丁目、

３丁目から５丁目まで、那加琴が丘町１丁目、２丁目、緑苑北１丁目

から３丁目まで、緑苑東３丁目、４丁目、緑苑西１丁目から４丁目ま

で、緑苑中１丁目から３丁目まで、緑苑南１丁目から４丁目まで、つ

つじが丘１丁目から８丁目まで、松が丘１丁目から７丁目まで、鵜沼

台１丁目から３丁目まで、５丁目から８丁目まで、新鵜沼台１丁目か

ら７丁目まで、鵜沼東町８丁目、鵜沼のうち字東洞東渕、字半ノ木洞、

字合戸及び蘇原清住町３丁目から５丁目までの各全部 

 尾崎北町７丁目、尾崎西町１丁目、２丁目、４丁目、５丁目、尾崎

南町２丁目、６丁目、那加土山町１丁目、那加琴が丘町３丁目、那加

柄山町、那加大洞、緑苑東１丁目、２丁目、鵜沼台４丁目、新鵜沼台

８丁目、鵜沼大安寺町１丁目、２丁目、鵜沼西町１丁目、２丁目、鵜

沼宝積寺町１丁目、４丁目から６丁目まで、鵜沼東町１丁目から３丁

目まで、７丁目、鵜沼羽場町２丁目、鵜沼山崎町７丁目、鵜沼のうち

字東洞、字茅場、字宝積寺山、八木山、各務おがせ町８丁目、９丁目、

蘇原清住町１丁目、２丁目、６丁目及び蘇原持田町５丁目の各一部 

第二種区域 第一種区域、第三種区域及び第四種区域並びに川島笠田町、川島北

山町、川島小網町、川島河田町、川島松倉町、川島松原町及び川島渡

町の河川敷の区域を除いた地域 

第三種区域 那加住吉町１丁目から５丁目まで、那加日之出町、那加楽天地町、

那加栄町、那加緑町３丁目、那加萱場町１丁目から３丁目まで、那加

桐野外二ケ所大字入会地、蘇原中央町４丁目、蘇原三柿野町２丁目、

成清町６丁目、７丁目、神置町４丁目、下中屋町２丁目、３丁目、大

佐野町３丁目、小佐野町１丁目、上中屋町１丁目から５丁目まで、上

戸町５丁目、松本町１丁目、山脇町６丁目、前渡西町４丁目及び５丁

目の各全部 

  尾崎西町５丁目、那加土山町２丁目、那加山後町２丁目、那加桜町

１丁目、２丁目、那加門前町１丁目、２丁目、那加織田町１丁目、２

丁目、那加信長町１丁目、２丁目、那加緑町２丁目、４丁目、那加萱

場町４丁目、那加新那加町、那加吾妻町、那加本町、那加西野町、那

加元町、那加新加納町、那加西那加町、那加東那加町、那加北栄町、

那加南栄町、那加楠町、那加大東町、那加官有地、鵜沼川崎町１丁目

から３丁目まで、鵜沼三ツ池町１丁目から３丁目まで、鵜沼各務原町

１丁目、３丁目、５丁目、８丁目、鵜沼西町１丁目から３丁目まで、

鵜沼羽場町１丁目、３丁目から５丁目まで、鵜沼東町１丁目から７丁

目まで、鵜沼山崎町２丁目、３丁目、各務西町４丁目、各務山の前町

1丁目、各務おがせ町９丁目、蘇原青雲町３丁目から５丁目まで、蘇

原花園町１丁目から４丁目まで、蘇原新栄町１丁目、蘇原野口町５丁

目、蘇原東栄町２丁目、蘇原東島町３丁目、４丁目、蘇原柿沢町１丁

目から３丁目まで、蘇原月丘町３丁目、４丁目、蘇原緑町３丁目、４



丁目、蘇原中央町３丁目、蘇原興亜町４丁目、５丁目、蘇原六軒町１

丁目から４丁目まで、蘇原早苗町、蘇原三柿野町、大野町５丁目、成

清町１丁目から５丁目まで、神置町２丁目、３丁目、下中屋町１丁目、

大佐野町１丁目、２丁目、小佐野町２丁目、３丁目、三井町２丁目、

３丁目、三井東町２丁目、上戸町２丁目から４丁目まで、６丁目、山

脇町５丁目、７丁目、松本町２丁目、下切町１丁目、８丁目、９丁目、

前渡西町１丁目から３丁目まで、６丁目、７丁目、前渡北町４丁目、

前渡東町１丁目から４丁目まで、神置町、大佐野町、上中屋町、松本

町、下切町、前渡西町及び前渡東町の各一部 

第四種区域 鵜沼三ツ池町６丁目、鵜沼各務原町７丁目、鵜沼朝日町２丁目、各

務山１丁目、テクノプラザ１丁目から４丁目まで、蘇原三柿野町１丁

目、３丁目、川崎町及び大野町６丁目の各全部 

  金属団地、那加山崎町、那加官有地、鵜沼川崎町１丁目から３丁目

まで、鵜沼三ツ池町３丁目から５丁目まで、鵜沼各務原町１丁目、２

丁目、８丁目、鵜沼朝日町１丁目、３丁目、４丁目、各務東町５丁目、

須衛町２丁目、４丁目、６丁目、７丁目、蘇原瑞雲町３丁目、蘇原興

亜町１丁目から５丁目まで、蘇原三柿野町、大野町１丁目、２丁目、

三井山町２丁目、上戸町７丁目及び川島竹早町の各一部 

備考 関係図面は、各務原市役所市民生活部環境室環境政策課に備え置いて縦覧に

供する。 


